
新型コロナウイルス感染症による影響に対する 

下呂市第５次総合対策 

 

下呂市では、本年３月に「下呂市第４次総合対策」をお示しし、新型コロナの第３波の

影響から市民の皆様の安心安全を確保するため、また、事業者の皆様の事業継続を支援す

るために、各種の取組みを進めてきました。 

しかしながら、本年度に入り、第３波から休む間もなく第４の大きな波が到来し、全国

各地で感染が拡大しています。４月２３日には、岐阜県知事から、「『第 4 波』非常事態宣

言」が発出され、さらに５月に入り、岐阜県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域に

指定され、下呂市も１６日から、重点措置の対象区域に追加されています。 

現状、 感染拡大には歯止めがかかっておらず、より一層の感染防止対策の強化が必要で

あるとともに、第３波から第４波の長期に渡る感染の波により、大きな打撃を受けている

地域経済に対する下支えの対策も求められています。 

こうした状況を踏まえ 、さらなる感染拡大防止の徹底を図り、また、停滞する市民生活・

社会経済活動を支援するため、本市の第５次総合対策として、下記の取組みを実施します。 

 

 

１ 実施方針 

  昨年５月に策定した第２次総合対策以降、対策の実施方針として、次の３つの方針を 

 設定して、対策を実施してきました。 

 現在も、引き続き、感染リスクや地域経済への大きな影響が生じていることなどを踏 

まえて、これまでの対策と同様の実施方針を設定し、対策を実施します。 
 
 

【３つの方針】 

   方針Ⅰ  新たな感染者の発生防止 

   方針Ⅱ  市民生活・社会経済活動の回復支援 

   方針Ⅲ  コロナとともにある「新しい日常」に向けて 

 

 

 

２ 実施する対策 

 

 

  感染第４波が終息せず、依然として警戒が必要な状況にあります。新たな市中感染を 

 発生させないため、感染防止対策の強化を図ります。 

 

方針Ⅰ 新たな感染者の発生防止 
 



 ＜令和３年度補正予算案（第 4 号）で予算計上するもの＞ 

◇店舗・事業所等における感染防止対策の支援（観光商工部）   21,250 千円 

   店舗・事業所等における感染拡大防止対策の普及徹底を図るため、昨年度実施した「下呂市   

感染症対策消耗品等購入支援事業」の交付要件を一部緩和し、第 2 弾として実施します。 

   ◆対象事業 店舗・事業者等における感染拡大防止のために必要な消耗品等（マスク、消毒 

液、体温計等）の購入（県補助を受けた品目は対象外） 

   ◆補助率等 対策事業費の２分の１を補助（上限１０万円、下限５千円） 

   ◆補助条件 新型コロナ対策実施店舗向けステッカー（県）の申込を行うこと 

 

 

＜令和３年度補正予算案（第 5 号）で予算計上するもの＞ 

◇こども園等の感染防止対策（健康福祉部）             3,561 千円 

    子どもの感染防止対策のため、市内のこども園や児童館の施設消毒の実施や、特定地域型保

育事業所が行う施設消毒への支援のほか、放課後児童クラブに空気清浄機を導入します。 

 

 

   ◇市立病院、診療所の機能強化（金山病院・健康福祉部）      1,594 千円 

   院内感染防止対策として、市立金山病院に空気清浄機を追加導入するほか、検査体制の強化 

のため、市立小坂診療所においてＰＣＲ検査が可能となるよう検査機器を導入します。 

 

 

 

 

 感染第４波の大きな影響を受けている市民の皆様の生活、事業者の方々の事業継続に

対する支援に重点を置いた支援を行います。 

 

 

＜令和３年度補正予算案（第 4 号）で予算計上するもの＞ 

◇子育て世帯に対する支援（総務部）              23,920 千円 

 国の対策に基づき、感染の影響が長期化する中、負担が増加し、収入減少している低所得の

子育て世帯のうち、ひとり親世帯以外の世帯の生活の支援を行うため、児童１人当たり５万円

の給付を行います（ひとり親世帯に対しては、4 月臨時議会(補正予算第２号)の補正で、支給

を開始しています）。 

 

 

方針Ⅱ 市民生活・社会経済活動の回復支援 
 



 

＜令和３年度補正予算案（第 5 号）で予算計上するもの＞ 

◇月次支援金への市独自の上乗せ支援（観光商工部）        79,500 千円 

緊急事態措置・まん延防止等重点措置に指定された区域の地域経済への影響緩和のため、国 

が実施する中小法人・個人事業者のための月次支援金の対象外となる事業者に対する支援金の 

給付を行うとともに、対象事業者に対しても上乗せ支援を行います。 

  【支援金の給付額（上限：1 か月あたり）】 

①国の月次支援金の対象外事業者に対する支援 法人 15 万円以内、個人 8 万円以内 

   ②同支援金の対象事業者に対する上乗せ支援  法人 10 万円以内、個人 5 万円以内 

 

 ◇中小企業への融資補給支援の増額（観光商工部）          1,900 千円 

県や市内金融機関がコロナ禍により影響を受けている中小企業へ融資する際に、企業にとっ  

  て必要となる保証料や利子を市として確実に支援するため、補給原資を増額します。 

 

◇県産水産業者に対する支援（教育委員会）               738 千円 

アユやアマゴなどの県産水産物を学校給食用食材として活用することで、コロナ禍による影  

響を受けている水産物の養殖・販売業者を支援します。 

 

 

＜第４波の終息後の対応を検討しているもの＞ 

当初、第３波の終息後をにらんで検討に着手していた、地域の消費喚起を図るための「地元 

応援商品券」の第２弾などの対策は、現在、第３波から切れ目なく到来した第４波の終息後の、 

最も高い事業効果が得られる時期を見据えて、引き続き検討中です。 

 

 

 

 

感染第 4 波の終息後、市民の皆様が安心して活動していけるよう、「新しい日常」に向

けた対策に取り組みます。 

 

＜令和３年度補正予算案（第 5 号）で予算計上するもの＞ 

◇ワクチン接種の推進（健康福祉部）              14,164 千円 

    新型コロナのワクチン接種をできるだけ早期に、安心して市民の方々に接種していただけ 

るよう、必要な医師・看護師等の医療従事者や会場を確保し、集団接種回数を増加します。 

 

方針Ⅲ コロナとともにある「新しい日常」に向けて 
 



 

３ 本対策の実施にかかる事業費  １４６，６２７千円 

   （内訳）令和３年度補正予算（第４号）    45,170 千円 

           令和３年度補正予算（第５号）    101,457 千円 

・市議会６月定例会に、令和３年度第４次・５次補正予算案の提案を予定しています。 

・今回の対策の財源の一部として、国の令和２年度第３次補正予算で予算措置された、新型コ 

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（令和３年度事業に充当することが可能）を活 

用する予定です。 


